
平成２１年度

予 算 編 成 方 針

平成２０年１０月

沖 縄 県



- 1 -

平 成 ２ １ 年 度 予 算 編 成 方 針

平成２０年１０月 沖 縄 県

Ⅰ 予算編成の背景

〔国の平成２１年度概算要求に当たっての基本的な方針〕

国は 「経済財政改革の基本方針２００８ （以下「基本方針２００８」という ）を、 」 。

平成２０年６月２７日に閣議決定したところである。

「基本方針２００８」の役割は 「日本経済の成長力を強化するとともに、豊かで安、

心できる国民生活を実現するための経済財政改革の道筋を示すことである」とし、①成

長力の強化、②低炭素社会の構築、③国民本位の行財政改革、④安心できる社会保障制

度、質の高い国民生活の構築、に取り組むこととしている。

国の平成２１年度概算要求の基本方針は、平成２１年度予算について 「基本方針２、

００８」を踏まえ、引き続き「基本方針２００６」及び「基本方針２００７」に則った

最大限の削減を行うこととされている。また、これまでの財政健全化の努力を今後とも

継続していくため、引き続き、歳出全般にわたる徹底した見直しを行い、真に必要な

ニーズにこたえるための財源の重点配分を行うこととされている。また、基礎的財政収

支の改善を図り、国債発行額についても極力抑制することとされている。

地方財政については 「基本方針２００８」及び地方分権改革推進委員会の勧告に基、

づき、国と地方の役割分担等を見直すとともに、その見直しに応じ、国庫補助負担金、

、 。地方交付税 税源移譲を含めた税源配分の見直しを一体的に推進することとされている

また、平成２１年度の地方財政計画について所要の地方財政措置を講ずるに当たり、

「基本方針２００６」等に基づき、ムダ・ゼロ、政策の棚卸し等の国における取り組み

も踏まえ、国の歳出の見直しと歩調を合わせて歳出を見直し、地方財源不足の圧縮に努

めつつ、地方公共団体の安定的な財政運営に必要となる地方税、地方交付税等の一般財

源の総額を確保することとされている。

〔地方行財政の現状〕

現下の地方財政は、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入の伸びが鈍化する

中で、社会保障関係経費の自然増や公債費が高い水準で推移すること等により、平成８

年度以降１３年連続して財源不足が生じる深刻な状況にある。

また、数次の景気対策による公共事業の追加や減税の実施等を借入金により対応して

、 、 、きたため 平成２０年度末における借入金残高が約１９７兆円と見込まれており 今後

その元利償還が財政を圧迫する要因となることなどから構造的にみて極めて厳しい状況

にある。

一方、国・地方を通じた厳しい財政状況の中、地方公共団体には、少子高齢化に対応

した地域福祉の充実、環境問題への対応、新たな時代にふさわしい活力ある地域づくり

の推進、住民生活に密着した社会資本の整備等の財政需要に適切に対応することが求め

られている。
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また 「地域のことは、地方公共団体が担い、住民が自らの責任に基づき決定する」、

という地方自治の本旨に基づき、多様で活力があり住民が安全・安心に暮らせる分権型

社会を実現するため、国と地方が共同して地方分権改革を総合的かつ計画的に一層推進

していく必要がある。

このような状況の下で、地方公共団体が、国民の要請に応えてその役割を適切に果た

していくためには 「集中改革プラン」に明示した数値目標の達成に向け、同プランに、

基づく取り組みを着実に実施する必要がある。また 「地方行革新指針 （ 地方公共団、 」「

体における行政改革の更なる推進のための指針 （平成１８年８月３１日付け総務事務」

次官通知 ）を踏まえ更なる行財政改革に取り組むことが求められている。）

〔本県の財政状況〕

本県の財政状況は、歳入面では、自主財源の柱である県税収入の歳入総額に占める割

合が低い状況にあり、地方交付税や国庫支出金に大きく依存した構造である一方、歳出

面では、人件費などの義務的経費の割合が高く、弾力性に乏しい構造となっている。ま

た、加えて、ここ数年の社会保障関係費の増や基金残高の減少などにより、本県の財政

は極めて厳しい状況にある。

平成１９年３月に公表した「沖縄県財政の中期見通し」では、県税、地方交付税等の

一般財源総額の頭打ちが予想される中、復帰前後に大量に採用された職員の退職期の到

来による退職金の大幅な増加や近年の臨時財政対策債の発行等による公債費の増加、さ

らには制度改正や高齢化等による国民健康保険関連経費や老人医療費等の大幅な増加が

予想されている。その結果、平成２３年度までの４年間で１，２６０億円の収支不足が

生じる見込みである。

また、平成２０年度当初予算においては、政策的経費の枠配分方式の導入や給与の特

例減額措置等、徹底した歳出の抑制に努めたが、なお、３８７億円の大幅な収支不足が

生じた。このため、大幅な基金の取り崩しと退職手当債等多額の県債発行を余儀なくさ

れたところである。

平成２１年度については、病院事業会計の極めて厳しい経営状況や社会保障関係費の

負担増に加えて、埋立事業特別会計の土地売却の低迷による収支悪化等が大きな懸念材

料となっており、本県財政はこれまでにない危機的な状況を迎えている。

このため 「沖縄県行財政改革プラン」の着実な実施に加え、更なる自主財源の確保、

や義務的経費をも対象とする聖域なき歳出の削減を図り、中長期的に財政収支の均衡を

図っていくことが喫緊の課題となっている。

なお、去る８月に提示された国の平成２１年度地方財政収支の仮試算によると、地方

交付税が３．９％減と見込まれており、本県財政を取り巻く環境は一層厳しさを増すこ

とが予想される。
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Ⅱ 予算編成の基本的考え方

平成２１年度は、沖縄振興計画の８年目にあたり、残り３ヵ年は総仕上げの時期とな

ることから、これまでの成果を踏まえ、中長期にわたる沖縄の将来像を展望しつつ、残

された課題への対応と更なる発展に向けた取り組みを力強く推進していく必要がある。

このため 「参画と責任 「選択と集中 「連携と交流」といった沖縄振興計画の基本、 」、 」、

姿勢のもと、次の事項を重点施策として各種事業を推進することとしている。

（１）自立型経済の構築に向けた産業の振興と雇用の創出・確保

（２）科学技術の振興と国際交流・協力拠点の形成

（３）環境共生型社会と高度情報通信社会の形成

（４）健康福祉社会の実現と安全・安心な生活の確保

（５）多様な人材の育成と文化の振興

（６）持続的発展を支える基盤づくり

（７）離島・過疎地域等の振興

（８）米軍基地問題の解決促進と駐留軍用地跡地の利用促進等

特に、自立型経済の構築や県民福祉の向上を図る上で、産業振興、雇用創出、福祉医

療の拡充及び離島振興等の推進は、県政の重要課題として全力を挙げて取り組んでいく

必要がある。

また 地方分権が進展している今日 地方公共団体においては 住民ニーズの高度化・、 、 、

多様化など社会経済情勢の変化に一層的確に対応することが求められている。

さらに、自己決定、自己責任が厳しく求められている中、施策の優先度等を明確にし

事務事業の選択を進める必要がある。

こうした状況の中、社会経済情勢の変化等に的確に対応するため 「沖縄県行財政改、

革プラン」の着実な推進に努めるとともに、現下の厳しい財政状況の下、これまで以上

に各分野において主体的な事業の取捨選択が徹底されることを前提に、限られた財源を

緊急かつ重要な施策に重点的・効果的に配分する。

平成２１年度予算は、このような基本的な考え方を踏まえ、次の事項に留意の上、編

成することとする。

（留意事項）

「沖縄県行財政改革プラン」を予算編成に的確に反映させるため、特に次の事項に留

意すること。

１ 歳出

（１）事業の徹底した見直し

国・地方を通じた厳しい財政状況の中、義務的事業や政策的事業にかかわらず、

県の果たすべき役割や経費負担のあり方等について改めて検証し、制度の改正を含

めた事業の徹底した見直しを行うこと。特に政策的事業に係るもので、３年以上経

過したものについては事業評価を行い廃止を含めて見直しを行うこと。
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（２）事務経費の節減・合理化

旅費、需用費、庁舎等の維持管理に係る委託料等の事務経費については、仕様、

回数、規模の見直し等により更なる節減・合理化に努めること。

（３）県単補助金等の見直し

既存の補助金、負担金及び交付金については 「沖縄県行財政改革プラン」に掲、

げた廃止・縮小等の見直しを徹底すること。また、社会経済情勢の変化や補助目的

の達成状況、行政効果等について常に検証し見直しを行うこと。

また、新規補助金を設ける場合にあっては、これに見合う既存の補助金の廃止・

縮減等を行うとともに、補助対象の範囲や補助効果、補助率等を十分検討のうえ、

必ず終期の設定を行うこと。

（４）民間委託等の推進

事務の効率化等の観点から、民間委託等を積極的に推進すること。

その際、経費節減や定数管理等の行財政運営への効果を明確にし、県民サービス

の維持・向上等が図られるよう留意すること。また、継続して民間委託等を実施す

るものについては、常に見直しを行い行政コストの縮減を図ること。

指定管理者制度の導入などによる民間能力の活用等を図ることにより、これまで

以上に民間経営手法を取り入れた行政を推進し、効果的かつ効率的な行政経営に取

り組むこと。

（５）県単独プロジェクト等の見直し

県単独プロジェクト等については、次のとおり取り扱う。

ア 県単独事業等により整備する、いわゆる大規模なハコ物(事業費が概ね 億円以10
上のもの)については、原則として設計や建設に着手することを見合わせるととも

に事業費の圧縮を図ること。

イ 老朽化した県の施設の整備については、財政の状況を勘案の上、優先順位を付け

て年次的に整備することとしていることから、引き続き、事業規模や実施年度等の

事業計画について見直しを行い、効率的な事業推進を図ること。

ウ 既に設計や建設に着手している国庫補助事業及び県単独事業のうち多額の事業費

を要すると見込まれる事業については、事業費の更なる縮減策や収支改善策を検討

するとともに修繕・補修等の容易性や施設建設後の維持管理経費の縮減策等を検討

すること。

（６）各種イベント等の開催経費の節減・合理化

イベント等の開催経費については、簡素で効率的に実施できるよう、これまでの

事例にとらわれることなく、事業内容、規模を見直すなど経費負担の軽減を図るこ

。 、 、「 」と また 県が主催するいわゆる周年事業については 沖縄県行財政改革プラン

の実施期間中は原則として行わないこととされているので留意すること。

（７）市町村等との機能分担、負担区分の明確化

ア 地方分権の趣旨を踏まえ、国、県、市町村等との機能分担及び負担区分をより一

層明確にすること。

イ 市町村への権限移譲については 「市町村への権限移譲推進指針」に基づき、積、

極的に市町村への事務移譲を進めること。また、同指針以外にも市町村等の自主性

と自立性を尊重し、地域に密着した事務・事業、市町村等で実施した方が効果が上

がると思われる事業等については、移譲を積極的に推進すること。
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ウ 補助事業による県費の上乗せ補助については、市町村等の主体性の確保等を図る

観点から、その見直しを進めること。

（８）公社等各種団体に対する支援の見直し

県が出資・補助又は貸付等の財政的支援を行っている公社等各種団体に対して

は 公社等外郭団体の財政支援等に関する指針 公社等指導監督要領 及び 沖、「 」、「 」 「

縄県行財政改革プラン」の基本方針を踏まえ、県関与の必要性を十分検討し、事業

の整理・縮小・合理化を図るなど、県の財政的支援や関与のあり方を見直すこと。

２ 歳入

（１）県税の確保

、 。 、税制改正や地方財政計画の動向等に留意しつつ 所要額の確保を図ること また

「沖縄県行財政改革プラン」に基づき、徴収対策を強化し、徴収率の向上に努める

こと。

（２）地方交付税、県債

地方財政計画等の動向や地方債制度に留意しつつ、所要額の確保を図ること。

（３）国庫支出金

国庫補助負担金の廃止・縮減や制度の見直し等、国の動向に十分留意し、適正な

額の確保に努めること。その際、国庫補助事業等の必要性、緊急性、課題等を適切

に判断すること。

（４）未収金の解消

県税や貸付金、使用料等に係る未収金については 「沖縄県行財政改革プラン」、

、 。に基づき 債権管理マニュアル等を活用した対策の強化等により解消に努めること

（５）使用料及び手数料の見直し

、「 」前回の改正から３年を経過した使用料や手数料については 受益者負担の原則

及び「負担の公平性」の観点から、見直しを行うこと。

また、これまで使用料や手数料を徴収していない特定の受益者に対する行政サー

ビスについても、その内容や性格等の把握に努め、使用料や手数料の徴収を検討す

ること。

（６）県有財産の有効活用

「沖縄県行財政改革プラン」に基づき、未利用財産の管理方法の検討や計画的な

処分等県有財産の有効活用を図ること。

（７）新たな自主財源の確保

法定外税（新税）の創設、超過課税の実施、県有施設・印刷物等の広告収入、施

設命名権（ネーミング・ライツ）の導入等の自主財源確保に努めること。
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Ⅲ 経費区分の設定と要求基準

平成２１年度予算は、以下の経費区分毎に要求基準を設定し、編成することとする。

１ 義務的経費（Ａ経費）

（１）人件費

（２）公債費

（３）扶助費

（４）内閣府沖縄担当部局一括計上事業

（５）各省庁計上事業のうち沖縄特例分

年間所要額を要求すること。

ただし （４）及び（５）については、平成２１年度の国の概算要求額に見合う額、

とする。

２ 義務的事業（Ｂ経費）

（１）義務事業（Ｂ－１事業）

対象者（対象事業）及び事業量が法令等で明定している事業

債務負担行為に基づく利子補給や指定管理料、県税関係市町村交付金、地方職

員共済組合負担金等

年間所要額を要求すること。但し、旅費、需用費等の事務的経費に係る一般財源

については、各事業ごとに平成２０年度当初予算における一般財源額から当該年度

限りの経費等を控除した額の９５％の範囲内で要求すること。なお、事務的経費の

範囲については、別途通知するものとする。

（２）義務的事業（Ｂ－２経費）

対象者（対象事業）が法令等で明定されているが事業量については、自治体の裁

量とされている事業

医療審査会経費、判定委員会運営経費、実施指導経費等

各部局ごとに、各事業（単年度事業及び法令等の改廃により廃止される事業を除

く ）の平成２０年度当初予算における一般財源額の９５％を上限として要求する。

こと。

３ 政策的事業（Ｃ経費）

政策的な判断要素の特に強い経費を含む概ね次に掲げる事業

（１）県政の基本方針に関わる重要事業

（２）投資的事業（補助・単独・災害復旧事業）

（３）政策的判断を要するものとされる委託料・負担金・補助金・交付金・積立金・繰

出金及び貸付金を含む事業

（４）柔軟かつ斬新な発想に基づく施策展開のための事業

原則として、平成２０年度当初予算における各部局のＣ経費全体の一般財源総額か

ら、当該年度限りの経費等を加減算した額(以下「基礎額」という。)の９０％の範囲

、 、 。内において 各部局の主体性と責任をもって事業の選択を行い 経費を配分すること
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なお 「沖縄県行財政改革プラン」において平成２０年度に終期設定されている県、

単補助金や過年度において平成２０年度に終期設定の調整がなされている事業につい

ては経費の配分を認めないので留意すること。

（注） 「当該年度限りの経費等」には、以下の経費を含む。

① 財政調整基金等充当額

② 災害復旧費

③ 予備費

④ 県単融資事業費

⑤ 過年度において全体事業費が調整され進行している県単プロジェクト

（高校総体関連経費、博物館・美術館管理運営費、中部合同庁舎建設事業

費、運転免許センター建設事業費）

②、③、④の経費については平成２０年度当初予算における一般財源額、⑤の

経費については原則として過年度において調整された額を上限として要求するこ

と。

なお、⑤の経費については、今後の財政状況を踏まえ、総務部との間で事業規

模及び事業期間の調整を行うものとする。

、 「 」 。また 県政の重要政策課題に的確に対応するため 重点事業特別枠 を別途設ける

予算措置の総額については、基礎額の５％の範囲内とする。

重点事業特別枠の要求については、基礎額の５％の額を算出した上で、１００分の

１２０を乗じた額を上限とするとともに、要求可能な事業の数については、各部局の

課数及び平成２０年度のＣ経費の事業数を勘案した上で上限を設定するものであり、

各部局は上限額、上限事業数の範囲内で要求すること。

なお、重点事業は政策的判断が求められる事業で、平成２０年１０月３１日開催の

第２回沖縄県振興推進委員会で決定される「平成２１年度優先施策」を踏まえて要求

すること。

上限額、上限事業数等については別途通知するものとする。

４ 経常的事業（Ｄ経費）

（１）経常的管理運営事業（Ｄ－１経費）

庁舎等維持管理費、公共施設等管理費、指定管理を除く県管理施設の運営費等

原則として、平成２０年度当初予算における各部局のＤ－１経費の一般財源総額

から当該年度限りの経費、経費の変更・廃止事業に係る経費等を加減算した額の概

ね９０％の範囲内において各部局の主体性と責任をもって事業の選択を行うととも

に、旅費、需用費、維持管理経費等の事務経費について、仕様、回数の見直し等に

よる徹底した節減・合理化に努め、経費を配分すること。

（２）一般的行政事業（Ｄ－２経費）

他の事業（経費）に区分されない事業

原則として、平成２０年度当初予算における各部局のＤ－２経費の一般財源総額

から当該年度限りの経費、経費の変更・廃止事業に係る経費等を加減算した額の概
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ね９０％の範囲内において各部局の主体性と責任をもって事業の選択を行うととも

に、旅費、需用費、維持管理経費等の事務経費について、仕様、回数の見直し等に

よる徹底した節減・合理化に努め、経費を配分すること。

５ 標準的事業（Ｅ経費）

今後相当期間にわたって事業費・事業内容が固定される課・室・所の運営費等標準

的事業

原則として、平成２０年度当初予算における各部局のＥ経費の一般財源総額から当

該年度限りの経費、経費の変更・廃止事業に係る経費等を加減算した額の概ね９０％

の範囲内において各部局の主体性と責任をもって事業の選択を行うとともに、旅費、

需用費、維持管理経費等の事務経費について、仕様、回数の見直し等による徹底した

節減・合理化に努め、経費を配分すること。

６ 各経費区分に係る要求基準の特例

（１）Ｂ経費について

Ｂ経費に係る事業ごとの要求基準について、特別な事情により達成できない場合

においては、部全体の要求総額ベースで要求基準を達成すること。経費間の流用は

認められないので留意すること。

（２）Ｄ、Ｅ経費について

Ｄ経費及びＥ経費について、各経費ごとの枠配分総額の範囲内で経費配分が困難

な場合においては、各部局のそれぞれの経費の枠配分総額の合計額の範囲内で経費

間の流用を認めることとする。

（３）新たな自主財源について

広告収入の創設等、新たな自主財源として確保した財源の全部又は一部を当該部

局の要求枠に上乗せすることができることとする。

７ 新規事業について

新規事業については、真に必要不可欠なものに限り、原則としてスクラップアンド

ビルドを行い、要求すること。

なお、要求に当たっては、特に以下のことに留意すること。

（１）Ａ経費及びＢ－１経費については、財政課との事前協議を踏まえ年間所要額を要

求すること。

（２）Ｂ－２経費については、法令等の新設等により、事業の実施が義務付けられる経

費について、財政課との事前協議を踏まえ、事業の対象や事業量を十分精査の上、

年間所要額を要求すること。

（３）Ｃ経費の枠配分対象経費については、後年度負担等を十分勘案のうえ、各部局の

主体性と責任をもって経費を配分すること。

Ｃ経費の重点事業特別枠により要求する場合は、上記「Ⅲ．３」の上限額、上限

事業数の範囲内で要求すること。



- 9 -

（４）Ｄ経費及びＥ経費については、各経費区分の概算要求基準の範囲内において要求

すること。

なお、次の経費等で、１件１００万円以上の経費については事前に新規事業協議

を行うこととする。

ア 全国規模の大会開催経費

イ 施設の新増設に伴う経費

ウ 施設の大規模な修繕等単年度に多額の費用を要する経費等

（５）各事業については、達成すべき整備率・普及率等の数値目標を明確にした事業計

画を策定するとともに、必ず終期を設定すること。

また、各部局の横断的な政策的展開、事業相互の関連性、実施方法等の整合性を

図るため、部局間の連絡調整を緊密に行うこと。

（６）事業の実施に当たっては、新沖縄県定員適正化計画の着実な実施に向け、各部の

、 、定員管理計画に基づく定員のスクラップアンドビルド 事務事業の見直し等により

定員の適正化を徹底すること。

（７）事業を進めるに当たっては、自主的・主体的な事業の推進に配慮しながら、国庫

補助制度等の有効な活用について検討するとともに、国庫補助負担金の廃止、縮減

等、国の動向に十分留意すること。

（８）市町村等に新たな財政負担が生じるなど、他の団体と調整を要する事業について

は、その実施に支障が生じないよう事前に十分に調整すること。

また、県と市町村等との役割分担を明確にした上で適正な負担割合を設定し、上

乗せ補助は行わないこと。

Ⅳ 特別会計等に関する事項

特別会計については、設置目的に応じ業務運営の合理化・効率化及び経費の見直しを

徹底し、財源不足額を一般会計からの繰入金に安易に依存することなく、独立採算の原

則堅持に努めること。

所要経費の見積もりに当たっては、一般会計に準じて編成すること。

また、公営企業会計への繰出金については、総務省の繰出基準等を基本に見積もるこ

、 、とにより一般会計との経費負担区分の明確化を図るとともに 独立採算の原則を踏まえ

経営健全化に向けた収入の確保や徹底した経費抑制策の実施など、十分な経営努力を求

めること。

なお、厳しい財政状況の下、特別会計の経営状況の悪化が県財政全体に重大な影響を

、 、 。及ぼすこととなるため 各所管部局は その経営には責任を持って慎重に対応すること

Ⅴ 要求に当たっての留意事項

要求に当たっては、年間を通じた歳入・歳出の見積額により要求すること。

、 、 「 」見積もりに当たっては 本方針のほか 別途通知する 平成２１年度予算見積基準表

によること。

なお、年度中途の補正は、災害の発生や制度改正等当初予算編成時に予見できない真

に緊急やむを得ないものに限られるので留意すること。

また 他の部・課と関連する課題への対応については 緊密に連携し 事業の効果的・、 、 、

効率的な推進が図られるよう十分調整のうえ要求すること。




